
尾張旭市監査公表第７号 

令和６年１２月２５日付け尾張旭市監査公表第３０号をもって公表した定例監査結

果報告について、令和７年１月９日付け６水第５４３号で市長から措置を講じた旨の

通知がありましたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項

の規定により次のとおり公表します。 

令和７年１月２９日 

 

尾張旭市監査委員 山 田 義 浩      

 

 

                   尾張旭市監査委員 大 島 も え      

 

 

上下水道部上水道課 

監 査 の 指 摘 事 項 措 置 状 況 

契約担当者は、随意契約によろうとする

ときで、契約金額が３０万円を超えるとき

は、あらかじめ予定価格を定めなければな

らない（尾張旭市契約規則（昭和５３年尾

張旭市規則第１９号。以下「契約規則」と

いう。）第２６条（尾張旭市水道事業契約

規程（昭和５３年尾張旭市水道事業管理規

程第１号）により、水道事業の請負その他

契約に関しては、法令等に特別の定めがあ

るものを除き契約規則の規定を準用する

ものとされている。）、随意契約における

予定価格決定の省略について（平成２年５

月１６日付け総務部長通達））。 

しかしながら、同課は、令和６年度給配

水管等修繕業務単価契約（一者随契）につ

いて、契約金額（予定の総額）が 40,920,000

円であるにもかかわらず、予定価格を定め

ていなかった。 

契約金額を決定する基準となる予定価

格をあらかじめ設定し、契約事務を適切に

実施されたい。 

指摘事項について、来年度以降の契約

事務においては、予定価格を設定するよ

う是正する。 

事務の漏れが起こらないよう、共有フ

ォルダ内に予定価格の様式と監査の指摘

事項を格納し、予定価格の設定を意識づ

けるよう措置した。 

また、今後契約事務を進める際には、契

約規則等の確認を徹底し、適切な契約事

務を実施できるよう、再発防止に努める。 

給水装置窓口業務委託契約における個

人情報の取扱いに関する覚書に、遵守すべ

き規定として、既に廃止されている尾張旭

市個人情報保護条例及び尾張旭市個人情

報保護規則を掲げていた。 

指摘事項について、契約書等の記載内

容を改めて見直し、来年度の契約事務の

ために、不適切な箇所を修正したものを

作成した。 

当該ファイルと監査の指摘事項を格納



契約書や覚書等を締結する際は、記載し

ている事項に誤りや現状に即していない

ものがないか確認することを徹底された

い。 

し、誤った記載のデータを使用しないよ

う措置した。 

また、今後契約事務を進める際には、記

載内容を毎回確認し、その時々にあった

内容に修正することを徹底し、適切な契

約事務を実施できるよう、再発防止に努

める。 

 

 


